
 

２０１９年８月２９日 

 

２０１９年１０月分の燃料費調整について 
 

本日、２０１９年７月の貿易統計値が公表されたことに伴い、２０１９年５月～ 

２０１９年７月の平均燃料価格が確定いたしましたので、「燃料費調整制度」に

よる２０１９年１０月分の電気料金に適用される調整単価をお知らせいたします。 

 

１．平均燃料価格                         （単位：円／ｋｌ） 

２０１９年５月～２０１9 年７月平均燃料価格

（２０１９年１０月分料金に反映） 

２０１9 年４月～２０１9 年６月平均燃料価格  

（２０１９年９月分料金に反映） 

２０１２年１０月～２０１２年１２月 

基準燃料価格 

２９，０００ ２９，８００ ３１，４００ 

    

２．燃料費調整単価※１  

消費税法および地方税法の改正により、２０１９年１０月１日から消費税率が

引き上げられることを受け、電気料金単価の見直しを行うこととしております。

（２０１９年８月２８日お知らせ済み。） 

燃料費調整単価についても新税率（１０％）を適用いたしますが、電気料金単価と

同様に改正消費税法上の経過措置により、２０１９年１０月分の燃料費調整単価に

ついて、２０１９年９月３０日以前から継続してご契約いただいているお客さま

につきましては、旧税率（８％）を適用いたします。ただし、検針日が毎月１日

のお客さま（一部の高圧のお客さまおよび特別高圧のお客さま）や２０１９年１０月１日

以降新たにご契約されるお客さまにつきましては、２０１９年１０月分の燃料費調整単価

から新税率（１０％）を適用いたします。 

（１）消費税率８％                      （単位：銭／ｋＷｈ） 

 ２ ０ １ ９ 年 １ ０ 月 分 料 金 

への適用調整単価（Ａ） 

２ ０ １ ９ 年 ９ 月 分 料 金 

への適用調整単価（Ｂ） 

差 額 

（ Ａ － Ｂ ） 

電灯・低圧 ▲５２ ▲３５ ▲１７ 

高 圧 ▲５０ ▲３４ ▲１６ 

特 別 高 圧  －※２ ▲３２ － 

（２）消費税率１０％                     （単位：銭／ｋＷｈ） 

 ２ ０ １ ９ 年 １ ０ 月 分 料 金 

への適用調整単価（Ａ´） 

２ ０ １ ９ 年 ９ 月 分 料 金 

への適用調整単価（Ｂ´） 

  差 額※３ 

（Ａ´－Ｂ´） 

電灯・低圧 ▲５３ ▲３５ ▲１８ 

高 圧 ▲５１ ▲３４ ▲１７ 

特 別 高 圧 ▲４９ ▲３２ ▲１７ 

※１ 東北６県および新潟県の当社お客さまに適用いたします。 

※２ 特別高圧につきましては、２０１９年１１月１日検針の１０月分料金から新税率（１０％）を適用 

いたします。 

※３ ２０１９年９月分料金への適用調整単価（消費税率８％）との差額です。 

【東北電力情報】 



３．従量電灯の平均的なモデル※４への影響  

 

【消費税率８％】                         （単位：円／月） 

 ２０１９年１０月分 ２０１9 年９月分 差 額 

電 気 料 金  ７，２７４ ７，３１８ ▲４４ 

再
掲 

（燃料費調整額） （ ▲１３５） （ ▲９１） （▲４４）

（再生可能エネルギー発電促進賦課金※５）  （ ７６７） （７６７） （ ０）

 

【消費税率１０％（参考）※6】   （単位：円／月） 

 ２０１９年１０月分 

電 気 料 金  ７，３９５ 

再
掲 

（燃料費調整額） （ ▲１３７） 

（再生可能エネルギー発電促進賦課金※５）  （ ７６７） 

 

※４ 契約電流３０Ａ、使用電力量２６０ｋＷｈで算定。消費税等相当額を含みます。 

※５ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は２.９５円／ｋＷｈにて算定しております。 

※６ １０月分料金に消費税率１０％が適用されるお客さまは、２０１９年１０月１日以降、新たに

ご契約をされたお客さまであり、１０月分料金は日割計算となるため参考値となります。 

 


